
住民異動に伴う国民健康保険業務委託仕様書 

 

１ 件名 

住民異動に伴う国民健康保険業務委託 

 

２ 目的 

 本業務は、標準仕様書に準拠したシステム利用（以下「標準準拠システム」と言う）

が義務付けられたことに伴い、標準準拠システムによって生じる業務並びに住民異動

時に生じる国民健康保険関係の業務を委託することにより、標準準拠システム対応の

業務負担を軽減し、質を落とすことなく業務を遂行し、区民サービスの向上を図るこ

とを目的とする。 

 

３ 履行期間 

 令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月 31 日 

※毎年度、履行状況を確認し、業務執行状況が良好な場合には、原則として契約を 1

回（令和 10 年 3 月 31 日まで）更新することができる。 

 

４ 履行時間 

 窓口開庁時間は江東区生活支援部医療保険課並びに区民部区民課開庁日において

以下のとおりとし、日曜開庁日において区民部区民課のみ開庁する場合も含む。業務

従事者の勤務時間は窓口開庁時間に対応できる勤務時間を考慮し、業務に従事するこ

ととする。 

なお、繁忙期等下表の窓口開庁日・時間では処理できないときは、その都度、区と

協議のうえ、受託者の負担により対応すること。 

業務内容 該当日 窓口開庁時間 

住民異動に伴う国民健

康保険業務 

平日 月～金曜日 

（水曜日除く） 

８：３０～１７：００ 

平日 水曜日 ８：３０～１９：００ 

日曜開庁日（※） ９：００～１６：００ 

※区役所閉庁日を除く。 

※日曜開庁日は原則第 2日曜日。ただし、令和 8年 3月は第 4日曜日。また閉庁日に

おいて、臨時開庁を 1、2 日程度実施する場合がある。実施日については、区の指

示による。 

なお、上記以外に変更が生じる場合は、その都度、区と協議を行い契約金額内で実

施するものとする。 
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５ 履行場所 

 江東区生活支援部医療保険課並びに区民部区民課内 

 江東区東陽 4丁目 11 番 28 号（江東区役所 2階） 

 

６ 委託業務内容 

（１）住民異動に伴う国民健康保険業務委託の内容は 10 頁「住民異動に伴う国民健

康保険業務委託内容」のとおりとする。また、日次業務シフト想定は 12 頁の

「医療保険課区民課国民健康保険業務 日次シフト想定例」のと おりとする。

実際の日次シフトについては、区と協議のうえ決定する。 

なお、国民健康保険業務委託には、「行政手続における特定の個人を識別する 

ための番号の利用等に関する法律」に規定されている個人番号を取り扱う業務

を含む。 

（２）窓口業務 

   江東区生活支援部医療保険課並びに区民部区民課内の窓口において、来庁者に 

対して書類や冊子等の受け渡しや簡単な案内を行うこと。その際、次の点に留意

すること。 

ア．窓口対応業務にて書類の受け渡しを行う際は、本人確認を行い確実な受け渡し

を行うこと。 

イ．個人情報の紛失や誤交付がないよう、個人情報取り扱い時に細心の注意を払  

うこと。 

ウ．各種申請に関し、来庁者からの詳細・複雑な内容の質問については円滑に区 

職員に引き継ぐこと。 

ウ．来庁者に対しては親切丁寧に接すること。特に高齢者、体が不自由な者、乳 

幼児を連れている者に対しては必要に応じて特別な配慮を行うこと。 

 

７ 業務実施体制 

（１）業務実施体制 

ア．業務従事者の配置  

本業務を遂行するにあたり、業務責任者、従事者の要員を安定的継続的に必要 

  数配置し、効果的運営が可能な体制を整備し、正確で迅速な処理を行えるように

すること。 

  なお、業務従事者を 4 名とし、2 名は生活支援部医療保険課にて従事し、もう

2名は区民部区民課にて従事する。 

  ※ただし区民課での繁忙期において医療保険課従事者を区民課に配置する場 

   合がある。また、日曜開庁日については区民課従事者のみとする。 

イ．業務従事者の教育 

国民健康保険業務を遂行するうえでスキル、接遇等、本業務の遂行に必要な知

識及び能力を習得させるため、研修計画及び研修資料を作成すること。また、研
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修計画及び研修資料に基づき、受託者の責任において従事者教育を実施すること。 

ウ．業務責任者等の責務 

  ①業務責任者 

常駐の責任者として、業務全体の進捗管理及び労務管理を行う。業務従事者に

業務の指示を行い、担当業務を適正に処理する。また、業務責任者は他自治体に

おいて職務経験がある者とし、業務及び業務に係る関係法令等に精通しているも

のでなければならない。 

なお、業務責任者が不在の時は、同程度のスキルを要する代行者を選任し現場に 

配置すること。 

また、服装については、来庁者に不快感を与えないものとし、責任者であること 

が明確にわかるように名札を着用すること。 

 

②業務従事者 

業務従事者として、必要な知識及び技術を有するとともに、区の業務であること

を十分に認識し、業務責任者の指示を受け、担当業務を適正に処理すること。ま

た身だしなみ（服装等）、言葉遣いなどに注意し、来庁者に不快感を与えないもの

とし、名札を着用すること。 

 

（２）業務従事者名簿・勤務予定表・業務計画表等 

  受託者は、委託業務の適正な執行及び区役所の保安管理のため、業務従事者名簿

及び業務体制表を作成し、あらかじめ区に提出すること。また、当該月の前月 25

日までに、区へ業務従事者の勤務予定表及び業務計画書を提出すること。変更が

生じた場合は、速やかに区に報告し、名簿及び勤務予定表の変更を行うこと。名

簿等は、セキュリティ管理及び個人情報の漏洩防止の目的により、執務室への入

退出を管理するために使用する。 

 

８ 業務執行体制等 

委託業務を行うにあたっては、以下の項目を遵守すること。 

（１）受託者は、通常期、繁忙期を勘案し、適正かつ柔軟に従事者を配置し、業務処

理が効率的かつ安定的に行えるよう、業務実施体制を整えること。従事者の急

病等の場合には代替要員を準備すること。 

（２）受託者は、業務に必要な事務処理マニュアル等を整備し、適正かつ効率的な事

務処理の執行に努めること。 

（３）業務従事者は、当該委託事務の目的、性質等を十分理解し、業務を適切に処理

できる能力を有する者であること。 

（４）業務従事者は、当該委託事務に関する知識向上に常に努め、各業務の遂行に万

全を期すこと。 

（５）業務従事者は、業務に関する申請書類等について、汚損、棄損、紛失等を生じ
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ないよう適切な管理を行うこと。 

（６）区は受託者に、入力事務に必要なシステム及びＩＤを付与する。 

（７）業務責任者は、作業遂行にあたり業務従事者が独自の判断で委託業務にかかる

事務を行うことのないよう業務従事者の管理及び指導を適切に行うこと。 

（８）区は委託者の業務遂行について問題があると認められた場合、その旨を受託者

に通知し、是正措置を申し出ることができる。 

（９）区及び受託者は、業務管理上必要があると認められたときは、互いに対して業 

務調整会議を行うことを求めることができる。 

 

９ 経費の負担区分 

（１）区が貸与する備品等以外は、受託者が用意すること。 

区が貸与する備品等及び負担する経費は以下のとおりとする。 

① 履行場所にかかる経費：光熱水費 

② 端末装置にかかる経費 

③ 貸与する備品：机、椅子、ロッカー 

（２）受託者は貸与された機材及びシステムについて、受託者の責任において通常の

用法に従い使用し、業務以外の用途で使用してはならない。また端末操作につ

いては、指定された操作以外の操作を行ってはならない。 

（３）受託者は、貸与品について、区より返却の要請があった場合には、これに従う

こと。 

（４）受託者は、区より貸与を受けた機材、システム等について、受託者の故意また

は過失により減失、毀損等の損害を与えた場合には、速やかに区にその旨を報

告するとともに、受託者の費用と責任においてこれを復すること。 

 

10 業務従事者の要件及び研修等 

（１）受託者は、業務従事者の登用にあたっては、本業務に適した一般常識を兼ね備

え、基本的なビジネスマナーを有した人材を登用すること。 

（２）パーソナルコンピューターの基本的な知識及び操作能力を有する者を登用す

ること。 

（３）窓口にて引渡し業務を行う業務従事者は問合せ・苦情処理に適切に対応できる

能力を有する者を登用すること。 

（４）受託者は、業務開始前に受託事務の内容に関する教育訓練を計画的に実施する

こと。 

（５）受託者は、本仕様書及び区より提供される各種資料に基づき、業務遂行手順等

について必要なマニュアル及び研修資料を作成し、その内容について区に照会

したうえで、業務従事者に対して教育訓練を行うこと。併せて区職員に対し、

教育訓練の内容を報告し、適切に業務の遂行がなされていることの確認を受託

者及び区職員の双方で行う。 
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11 業務の処理及び報告等 

（１）委託業務各処理について、業務従事者は原則当日 17 時 30 分までに受付したも

のについては受付した業務については、当日中に処理を行うこと。ただし、処

理に時間を要する内容の場合には、速やかに業務責任者に報告し、業務責任者

は区職員に報告し引継ぎを行うこと。 

（２）受託者の業務責任者は、業務処理進捗状況を常に把握し、定められた日時まで

に区に報告すること。 

（３）業務責任者は、毎日の業務終了後、業務報告書に必要な事項を記入し、区に提

出すること。項目、様式等は協議のうえ定める。 

（４）受託者は、本業務の実施に関する調査及び報告を求められたときは、速やかに

その状況を区に報告するとともに、問題がある場合は、早急に改善すること。

なお、事務処理方法等について改善を要する場合は、双方協議のうえ決定する。 

（５）受託者は、事件・事故等が発生した場合の対応策をあらかじめ書面で区に通知

するとともに、業務従事者に周知すること。 

（６）委託業務遂行にあたり、苦情・トラブルその他イレギュラーなケースが発生し

たときは、受託者は責任をもって対処するとともに、遅延なく区へ報告するこ

と。また、区への引き継ぎが必要なものは、業務責任者から区へ引き継ぐこと。 

（７）受託者が行う業務に関する苦情等については、現状・原因分析と解決策及び再

発防止策を講じ、区へ報告すること。 

（８）受託者は、何らかの事故などにより正常な業務運営ができない状況に至ったと

きには、速やかに区に口頭・書面により報告するとともに、事故報告書（発生

年月日・時刻、内容、対応、原因の分析、今後における防止策）を区に提出す

ること。なお、「事故」には、情報漏洩、公金の紛失など実際に人身や施設・設

備などの損害となって現れなかったものも含む。 

（９）定例報告会 

  各業務の月次報告や業務改善提案等を行うための定例報告会を区と受託者で 

行う。 
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（10）報告書類 

本業務における報告書類は以下のとおりとし、納入部数、装丁等については協

議のうえ定めること。区から報告書類の内容に不備の指摘があった場合は、受託

者は直ちに修正などの対応をしなければならない。なお、修正などに要する費用

はすべて受託者の負担とする。 

※トラブル発生時の内容報告、緊急課題、運営に関わる協議・承諾事項などにつ

いては、随時行うものとし、必要に応じて書面にて提出すること。 

周期 報告書類 期限 

運用開始前 ・業務マニュアル 

（・具体的な作業、取り扱い方法等を

委託業務ごとに作成。変更等が生じ

た場合は、都度提出すること。 

・標準準拠システム稼働後は再度マ

ニュアルを提出すること。） 

・業務運営開始 5日営業日前 

（・標準準拠システムマニュ

アルは令和 7 年 12 月 25 日

（木）） 

・業務計画書 

（1年間の業務体制（緊急時の体制含

む）、スケジュール、研修計画等） 

・業務運営開始 5日営業日前 

・守秘義務、個人情報管理に関する

誓約書 

・業務運営開始前日前 

・業務従事者名簿 

（変更等が生じた場合は、都度提出

すること。） 

・業務運営開始 5日営業日前 

日次 ・業務報告書≪日次≫ 

（届書別処理件数、入力訂正件数、窓

口対応件数、その他報告事項等） 

・業務実施日の翌営業日 

月次 ・業務報告書≪月次≫ 

（月間の処理件数、改善点等） 

・翌月の 5開庁日まで 

・従事者勤務予定表及び業務計画書 

（翌月の実施体制等） 

・当該月の前月 25 日まで 

年次 ・業務報告書≪年次≫ 

（年間業務実績履行報告書及び評価

書、業務改善計画表、新年度の業務計

画、従事者研修計画書等） 

・当該契約翌年度 4 月 10 日

まで（契約最終年度は契約終

了日） 

・セキュリティ研修実施報告書 ・実施後随時 

6



契約終了時 ・業務引継書 

（業務実施手順、具体的な運営上の

留意点等） 

・契約終了まで 

 

11 業務の処理及び報告等（１）～（10）に掲げたもののほか、以下の業務を行う。 

業務開始及び業務終了 ・業務開始時間までに指定された端末を起動し、業務

終了後に端末をシャットダウンすること。 

・基幹系システムの稼働に必要な端末カード等は業務

開始前に区から従事者へ受け渡し、業務終了後には従

事者から区へ返却するものとする。 

セキュリティ・品質確保 ・セキュリティ及び品質管理について、内部監査を実

施し、維持・改善に努めること。またその結果を区

に報告すること。 

・区がセキュリティ監査、システム保守点検、検証作

業等を実施する場合は協力すること。 

 

12 業務品質について 

業務の正確性及び迅速性について、高い水準のサービスを検討し、業務を安定

的に履行すること。 

 

13 法令遵守 

受託者は、受託業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。 

 

14 守秘義務・個人情報の管理 

（１）受託者は、業務の処理にあっては、個人情報の保護に関する並びに情報セキ

ュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守すること。 

（２）受託者は業務従事者に対し、区が定める（１）の遵守を誓約させ、個人情報

保護に係る事前研修を行うこと。 

（３）受託者は、業務従事者が業務上知り得た一切の情報について、業務終了後も

一切漏洩させないこと。 

（４）受託者は、本業務（事前準備期間における研修等を含む）を遂行するうえで

区より提供される一切のデータ、資料等をこの業務以外の目的で利用、複写

及び複製翻訳等をしないこと。 

（５）受託者は、江東区情報セキュリティ基本方針等の規定を遵守し、セキュリテ

ィ研修を従事開始前及び従事開始後定期的に実施するとともに、その結果を

区に報告すること。 

（６）個人情報保護の方策については、事前に区に説明を行うこと。また、業務従

事者と事前に情報セキュリティに関する誓約書を取り交わし、業務従事者か
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ら同意を得たうえでその写しを区に提出すること。 

 

15 安全衛生 

（１）受託者は、受託者の業務責任者及び従事者に対して、労働基準法、労働安全衛

生法、労働者災害補償保険法等労働社会保険諸法令その他の本契約に適用され

る法令に基づく労働者に対する法令上の責任を負い、受託者の責任で労務管理

を行い、従事者の労働災害について受託者の責任と費用で処理しなければなら

ない。ただし、江東区役所内における区の責に帰する事由による災害について

は、この限りではない。 

（２）江東区生活支援部医療保険課ならびに区民部区民課内で設備、機械、装置、通

路等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なう恐れがある場合は、受託者

は直ちにその旨を区に通知するものとし、区は、これに応じて速やかに安全又

は衛生上、必要な措置を講じるものとする。 

（３）前項の場合において、危険が重大であり、かつ、急迫しているときは、受託者

は、安全が確認できるまで業務の遂行を停止することができる。 

（４）地震、火災、疫病、その他当事者の合理的支配を超える不可抗力により、業務

の全部又は一部が履行不能となった場合、受託者の責任を免除する。 

 

16 危機管理 

受託者の責務において、国民健康保険業務等に関する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する必要な措置を講じること。万一、機器等の障害が発生した場合や、様々

な障害、事故、災害などの緊急事態が発生した場合においても、本業務遂行に支障を

きたすことがないよう区と連携して十分な対応を図ること。また、事前に緊急時の体

制を整備し、区に提出すること。 

 

17 支払い条件 

 区は月を単位として、当該月終了後、受託者の請求に基づき、区から受託者へ支払

うものとする。 

 

18 損害賠償責任 

 受託者が故意または過失により、区または履行場所及び第三者に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。なお、損害賠償の範囲は、契約金額を上限

とする。ただし、実際に発生した損害額が上限額を超えた時は、別途協議するものと

する。また、本業務に際し、受託者が損害を受けた場合、区に責を帰する場合を除き、

区は損害責任を負わない。 

 

19 再委託の禁止 

 受託者は、本業務を第三者に委託してはならない。 

8



20 業務の引き継ぎ 

（１）受託者は本契約が終了した場合（契約解除により契約が終了した場合も含む。

以下同じ。）は、本業務に関し、供用を受けた施設、機器、資料等を遅延なく、

区に返還しなければならない。なお、供用を受けたものについて、滅失・損傷

等が生じた場合は、受託者は、その損害を賠償するとともに、施設については、

受託者の負担において原状回復するものとする。 

（２）次期受託者に変更があった場合は、委託業務の開始時に混乱を来さぬよう本契

約期間中に引継期間を設け、次期受託者が円滑に業務を行えるような充分な引

き継ぎを行うこと。その際の経費負担は受託者の負担とする。 

（３）次期受託者から業務引き継ぎに係る端末操作研修などの依頼があった場合は、

受託者と次期委託者が協議を行い、合理的な範囲で、事務計画を立案し、業務

に支障をきたさないよう責任をもって対応すること。 

 また、次期受託者の責による場合を除き、区が引継未完了と認めた場合は、

従前の受託者は契約期間終了後であっても無償で引継ぎを行うこと。区は、従

前の受託者が上記の規定に違反し損害が生じた場合には、従前の受託者に対し

てその損害額を求めることができる。なお、損害賠償の範囲は、区及び受託者

の双方協議のうえ損害額を決定する。 

（４）区は、受託者が、本業務の継続的な遂行が困難になったことを理由に契約を解

除した場合で、当該解除の時点において成果物などが区に業務引き継ぎができ

る状態に至っていないときは、受託者に対して、当該成果物などの引渡しに代

えて、損害の賠償を求めることができる。 

 

21 その他 

（１）受託者は、区の信用を失墜する行為を行ってはならない。 

（２）制度改正、組織変更等により、仕様の追加及び変更が生じた場合には、双方協

議のうえ行うこととし受託者は区に協力すること。また、委託業務において使

用するシステム等の変更があった場合、受託者は研修等を区と協議のうえ実施

し、操作習熟に必要な措置を講じること。 

（３）本仕様書に関して定めのない事項または業務上に疑義が生じた場合は、双方協

議のうえ決定する。 

 

22 連絡先 

   江東区生活支援部医療保険課資格賦賦課係 2 階 7 番窓口 

担当 井上、田中、杉原 

   電話 ０３－３６４７－３１６７ 

   FAX  ０３－３６４７－８３８３ 
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住民異動に伴う国民健康保険業務委託 委託内容 

 

所

管

課 

業務大分類 業務小分類 業務 

受付 

点検 

入力 

出力 

確認 郵送 窓口

対応 

区

民

課 

医 療 保 険

（国保）加

入喪失手続

き 

住民異動に伴う国

保加入喪失入力、

負担割合照会（電

話確認含む）、特例

加入者（住所地特

例施設、マル学・マ

ル遠）の該当照会、

確認、発行、案内・

交付 

職員(区

民課) 

委託 委託  委託 委託 

医

療

保

険

課 

国外転出入

者処理（外

国籍） 

国外転出入者受

付・入力、確認、発

行、案内・交付 

職員（区

民課） 

委託 委託 委託 委託 

外国人日次

処理 

外国人法務省通知

更新作業（在留期

間延長者への更新

書類の発行、郵送

業務） 

 委託 委託 委託  

特例加入者

の資格修正

処理 

住所地特例施設へ

の転出者、マル学

マル遠の資格復活

処理 

リストを確認し、住所地特例施設等に転出し

ているかどうか、資格を復活させる必要があ

るか区職員に報告する。場合によっては資格

確認書を郵送する。 

入力・出力・

照会業務 

回収・解除入力、日

次バッチ登録作

業、帳票出力 

資格確認書等の回収・解除入力、日次バッチ

登録作業を行う。日次帳票を出力し区職員に

引き渡す。 

この表中の「受付・点検」「入力・出力」「確認」「郵送」「窓口対応」とは、以下のと

おりである。 

受付・点検 

 

・窓口において、利用者が提出する申請書の受領と内容の確認を

行う。 

入力・出力 ・受付や点検を終えた各種申請書に基づき、専用システムにおい

て、データの登録及び資格確認書の発行等の処理を行う。 

確認 ・受付、点検を経て入力処理等が終了した各種申請書等の内容確

認、作業リストに基づき処理した内容確認を行う。 

郵送 ・資格確認書等の郵送処理を行う。 
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窓口対応 ・呼び出しを行い、窓口において簡単な案内（定型的な案内・チ

ラシ配布・次の手続き窓口番号の案内等）、資格確認書交付を行

う。 

※詳細や複雑な内容の質問を受けた場合は、担当窓口の案内や区

職員への引き継ぎを行う。 
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医
療
保
険
課
区
民
課
国
民
健
康
保
険
業
務
 
日
次
シ
フ
ト
想
定
例

通
常
期

区
民
課

医
療
保
険
課

A
国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

昼
休
憩

国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

休
憩

B
国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

昼
休
憩

国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

C
外
国
人
法
務
省
異
動
・
国
外
転
入
者
異
動
等

昼
休
憩

国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

外
国
人
法
務
省
異
動
・
国
外
転
入
者
異
動
等

D
外
国
人
法
務
省
異
動
・
国
外
転
入
者
異
動
等

昼
休
憩

外
国
人
法
務
省
異
動
・
国
外
転
入
者
異
動
等

水
曜
窓
口
延
長

A
国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

昼
休
憩

国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

B
国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

昼
休
憩

国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

C
国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

昼
休
憩

外
国
人
法
務
省
異
動
・
国
外
転
入
者
異
動
等

D
外
国
人
法
務
省
異
動
・
国
外
転
入
者
異
動
等

昼
休
憩

外
国
人
法
務
省
異
動
・
国
外
転
入
者
異
動
等

日
曜
窓
口

A
国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

昼
休
憩

国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

B
国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

C
国
保
入
力
・
出
力
・
確
認

D 【
区
民
課
業
務
】

●
入
力
・
出
力

・
住
記
異
動
届
者
（
転
入
・
転
出
・
死
亡
・
世
帯
分
離
等
）
を
国
保
シ
ス
テ
ム
で
国
保
異
動
の
入
力
、
資
格
確
認
書
等
の
出
力
を
行
う
。

●
確
認

・
入
力
者
が
更
新
し
た
異
動
や
発
行
物
に
誤
り
が
な
い
か
確
認
す
る
。
確
認
後
に
、
交
付
物
を
引
き
渡
し
担
当
部
署
に
渡
す
。

・
前
期
高
齢
者
の
転
入
者
の
負
担
割
合
の
確
認
を
前
住
所
地
に
行
う
。

・
2名

体
制
で
、
双
方
で
入
力
・
出
力
と
確
認
を
行
う
。
確
認
者
は
入
力
者
と
は
別
の
者
が
行
う
。

・
国
外
転
入
（
主
に
外
国
人
の
国
保
加
入
処
理
）
、
国
外
転
出
（
保
険
料
の
清
算
処
理
）
は
、
届
出
書
を
医
療
保
険
課
に
送
致
す
る
。

・
住
記
異
動
届
者
で
住
所
地
特
例
、
〇
学
〇
遠
者
対
象
者
の
場
合
、
確
認
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
案
内
す
る
。

●
交
付
・
説
明

・
必
要
書
類
の
交
付
及
び
案
内

【
医
療
保
険
課
業
務
】

◆
国
外
転
入
者
異
動

・
国
外
か
ら
の
転
入
者
の
国
保
加
入
の
入
力
、
必
要
書
類
の
交
付
及
び
案
内

・
外
国
人
の
国
外
転
入
者
に
つ
い
て
は
、
翻
訳
タ
ブ
レ
ッ
ト
（
区
で
用
意
）
を
使
用
し
て
、
国
民
健
康
保
険
料
の
定
型
的
で
簡
易
な

説
明
を
行
う
。
ま
た
前
年
収
入
の
簡
易
申
告
書
を
被
保
険
者
に
記
入
し
て
も
ら
う
。

◆
国
外
転
出
者
処
理

・
国
外
転
出
者
の
保
険
料
即
時
計
算
を
、
区
職
員
に
依
頼
し
、
保
険
料
の
未
納
、
過
払
い
が
生
じ
て
い
た
場
合
は
、
保
険
料
徴
収
部
署
に

清
算
処
理
を
依
頼
す
る
。

◆
住
所
地
特
例
、
〇
学
〇
遠
者
の
資
格
復
活
処
理

・
住
所
地
特
例
、
〇
学
〇
遠
者
で
、
前
日
の
転
出
異
動
処
理
で
国
保
資
格
が
喪
失
し
た
者
に
、
資
格
復
活
処
理
を
行
う
。

◆
外
国
人
法
務
省
通
知
更
新
作
業

・
外
国
人
の
異
動
者
か
ら
、
法
務
省
通
知
に
よ
り
在
留
期
間
更
新
者
に
対
し
て
、
有
効
期
限
を
更
新
し
た
資
格
確
認
書
を
発
送
す
る
。

・
特
定
活
動
で
在
留
更
新
し
た
者
に
は
、
特
定
活
動
内
容
を
確
認
し
た
上
で
の
交
付
な
の
で
、
そ
の
旨
の
通
知
を
送
付
す
る
。

18
:0
0

19
:0
0

8:
30

9:
00

10
:0
0

10
:3
0

18
:0
0

19
:0
0

8:
30

9:
00

10
:0
0

11
:0
0

12
:0
0

13
:0
0

11
:0
0

14
:0
0

15
:0
0

16
:0
0

17
:0
0

11
:0
0

12
:0
0

13
:0
0

14
:0
0

15
:0
0

16
:0
0

17
:0
0

8:
30

9:
00

10
:0
0

10
:3
0

18
:0
0

19
:0
0

12
:0
0

13
:0
0

14
:0
0

15
:0
0

16
:0
0

17
:0
0

12



個人情報の取扱いに関する特記条項 

（個人情報保護法等の遵守） 

第１条 乙は、個人情報の保護に関する法律のほか、甲の定める江東区個人情報の保護に関する

法律施行条例施行規則並びに情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順に基づ

き、個人情報の取扱いに関する特記条項（以下「特記条項」という。）を遵守しなければならな

い。 

（責任体制の整備） 

第２条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持

しなければならない。 

（作業責任者等の届出） 

第３条 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、業務の着手前に書面

により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなけ

ればならない。 

３ 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければ

ならない。 

４ 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 

５ 作業責任者は、仕様書及び特記条項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督し

なければならない。 

６ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、仕様書及び特記条項に定める事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（作業場所の特定） 

第４条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、業務の着手前に書

面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければな

らない。 

３ 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙

が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 

（教育の実施） 

第５条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、仕様書及び特記条項に

おける作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、

作業従事者全員に対して実施しなければならない。 

２ 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなけ

ればならない。 

（守秘義務） 

第６条 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしては
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ならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 乙は、本委託業務にかかわる作業責任者及び作業従事者から、秘密保持に関する誓約書（甲

に対する誓約書をいう。）を徴取し、これを甲に提出しなければならない。 

（再委託） 

第７条 乙は、本委託業務の委託をしてはならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第８条 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合

は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うもの

とする。 

（個人情報の管理） 

第９条 乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めると

ころにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管

すること。 

(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこ

と。 

(3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の

保護措置を施すこと。 

(4) 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ、業務に必要最小限の範囲で行う場合

を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 

(5) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

(6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアッ

プの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

(7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報

の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 

(8) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏えい等の事故」

という。）を防ぎ、機密性、完全性及び可用性の維持に責任を負うこと。 

(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を

扱う作業を行わせないこと。 

(10) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業

務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１０条 乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用

してはならない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。 

（個人情報の受渡し等） 

第１１条 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行

14



った上で、甲に個人情報の預り証を提出しなければならない。 

２ 本委託業務において電子計算組織の運用又は保守をする場合は、乙は、業務の着手前に、接

続又は操作をすることができる情報の種類及び範囲並びに接続又は操作の方法について甲の指

示を受けるものとする。 

（個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１２条 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の

指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃

棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により甲

に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなけれ

ばならない。 

４ 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録さ

れた電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を

講じなければならない。 

５ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去

又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。 

（定期報告及び緊急時報告） 

第１３条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報

告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければなら

ない。 

（監査及び検査） 

第１４条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措

置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙に対して、監査又は検査を行うことが

できる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関

して必要な指示をすることができる。 

（事故時の対応） 

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発

生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故にかかわる個人情報の内容、

件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠

保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応

計画を定めなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事

故に関する情報を公表することができる。 
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（契約解除） 

第１６条 甲は、乙が特記条項に定める義務を履行しない場合は、特記条項に関連する委託業務

の全部又は一部を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その

損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第１７条 乙の故意又は過失を問わず、乙が特記条項の内容に違反し、又は怠ったことにより、

甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 
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